
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
規
則
第
四
十
六
号

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
徴
収
に
係
る
書
類
等
の
様
式
）

（
徴
収
に
係
る
書
類
等
の
様
式
）

第
十
五
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
同
表
中
欄
に
掲
げ

第
十
五
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
同
表
中
欄
に
掲
げ

る
書
類
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

る
書
類
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

上

欄

中

欄

下

欄

上

欄

中

欄

下

欄

略

略

略

略

略

略

法
第
十
三
条
の
二
第
三

繰
上
徴
収
に
よ
る
納
期

様
式
第
十
五
号

法
第
十
三
条
の
二
第
三

繰
上
徴
収
告
知
書

様
式
第
十
五
号

項

限
変
更
告
知
書

項

略

略

略

略

略

略

法
第
十
五
条
の
二
の
二

徴
収
（
換
価
）
猶
予

様
式
第
二
十
号

法
第
十
五
条
の
二
の
二

徴
収
（
換
価
）
猶
予
承

様
式
第
二
十
号

第
一
項
（
法
第
十
五
条

（
期
間
延
長
）
通
知
書

（
法
第
十
五
条

認
（
不
承
認
）
通
知
書

の
六
の
二
第
三
項
、
法

の
六
の
二
第
三
項
、
法

第
五
十
五
条
の
二
第
三

第
五
十
五
条
の
二
第
三

項
、
法
第
七
十
二
条
の

項

三
十
八
の
二
第
十
二

項
、
法
第
七
十
二
条
の

、
法
第
七
十
二
条
の
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三
十
九
の
二
第
三
項
及

三
十
九
の
二
第
三
項
及

び
法
第
七
十
二
条
の
五

び
法
第
七
十
二
条
の
五

十
七
の
二
第
三
項
並
び

十
七
の
二
第
三
項
並
び

に
法
附
則
第
五
十
九
条

に
法
附
則
第
五
十
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用

第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

す
る
場
合
を
含
む
。
）

法
第
十
五
条
の
二
の
二

徴
収
（
換
価
）
猶
予

様
式
第
二
十
一
号

法
第
十
五
条
の
二
の
二

徴
収
（
換
価
）
猶
予
期

様
式
第
二
十
一
号

第
二
項
（
法
第
十
五
条

（
期
間
延
長
）
不
承
認

（
法
第
十
五
条

間
延
長
承
認
（
不
承

の
六
の
二
第
三
項
、
法

通
知
書

の
六
の
二
第
三
項
、
法

認
）
通
知
書

第
五
十
五
条
の
二
第
三

第
五
十
五
条
の
二
第
三

項
、
法
第
七
十
二
条
の

項

三
十
八
の
二
第
十
二

項
、
法
第
七
十
二
条
の

、
法
第
七
十
二
条
の

三
十
九
の
二
第
三
項
及

三
十
九
の
二
第
三
項
及

び
法
第
七
十
二
条
の
五

び
法
第
七
十
二
条
の
五

十
七
の
二
第
三
項
並
び

十
七
の
二
第
三
項

に
法
附
則
第
五
十
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用

に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

す
る
場
合
を
含
む
。
）

法
第
十
五
条
の
三
第
三

徴
収
猶
予
（
換
価
の
猶

様
式
第
二
十
二
号

法
第
十
五
条
の
三
第
三

徴
収
（
換
価
）
猶
予
取

様
式
第
二
十
二
号

項
（
法
第
十
五
条
の
五

予
）
取
消
通
知
書

項
（
法
第
十
五
条
の
五

消
通
知
書

の
三
第
二
項
、
法
第
十

の
三
第
二
項
、
法
第
十

五
条
の
六
の
三
第
二

五
条
の
六
の
三
第
二

項
、
法
第
五
十
五
条
の

項
、
法
第
五
十
五
条
の

二
第
四
項
、
法
第
七
十

二
第
四
項

二
条
の
三
十
八
の
二
第

十
二
項
、
法
第
七
十
二

、
法
第
七
十
二

条
の
三
十
九
の
二
第
四

条
の
三
十
九
の
二
第
四
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項
及
び
法
第
七
十
二
条

項
及
び
法
第
七
十
二
条

の
五
十
七
の
二
第
四
項

の
五
十
七
の
二
第
四
項

並
び
に
法
附
則
第
五
十

並
び
に
法
附
則
第
五
十

九
条
第
三
項
に
お
い
て

九
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含

準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）

む
。
）

法
第
十
五
条
の
八
第
二

滞
納
処
分
の
執
行
停
止

様
式
第
二
十
三
号

法
第
十
五
条
の
八
第
二

滞
納
処
分
停
止
取
消
通

様
式
第
二
十
三
号

項

取
消
通
知
書

項

知
書

略

略

略

略

略

略

第
十
四
条
第
二
項

延
滞
金
減
免
通
知
書

様
式
第
三
十
五
号

第
十
四
条
第
二
項

延
滞
金
減
免
承
認
（
不

様
式
第
三
十
五
号

承
認
）
通
知
書

第
十
四
条
第
二
項

延
滞
金
減
免
不
承
認
通

様
式
第
三
十
五
号

知
書

の
二

略

略

略

略

略

略

法
第
十
七
条
の
二
第
五

過
誤
納
金
等
還
付
充
当

様
式
第
三
十
七
号

法
第
十
七
条
の
二
第
五

過
誤
納
金
等
還
付
（
充

様
式
第
三
十
七
号

項
、
法
第
十
七
条
の
二

通
知
書

項
、
法
第
十
七
条
の
二

当
・
納
付
・
納
入
）
通

の
二
第
七
項
、
令
第
六

の
二
第
七
項
、
令
第
六

知
書

条
の
十
三
第
二
項
、
特

条
の
十
三
第
二
項
、
特

別
法
人
事
業
税
法
第
十

別
法
人
事
業
税
法
第
十

四
条
第
五
項
、
廃
止
前

四
条
第
五
項
、
廃
止
前

暫
定
措
置
法
第
十
六
条

暫
定
措
置
法
第
十
六
条

第
五
項
及
び
第
十
四
条

第
五
項
及
び
第
十
四
条

の
三

の
三
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略

略

略

略

略

略

徴
収
法
第
七
十
四
条
第

組
合
員
等
の
持
分
の
払

様
式
第
五
十
八
号

徴
収
法
第
七
十
四
条
第

組
合
員
等
の
持
分
の
払

様
式
第
五
十
八
号

一
項

戻
等
の
請
求
書

一
項

戻
等
請
求
書

徴
収
法
第
七
十
四
条
第

組
合
員
等
の
持
分
の
払

様
式
第
五
十
九
号

徴
収
法
第
七
十
四
条
第

組
合
員
等
の
持
分
の
払

様
式
第
五
十
九
号

二
項

戻
等
の
請
求
予
告
通
知

二
項

戻
等
請
求
の
予
告
通
知

書

書

略

略

略

略

略

略

２

略

２

略

（
個
人
の
県
民
税
に
係
る
書
類
の
様
式
）

（
個
人
の
県
民
税
に
係
る
書
類
の
様
式
）

第
十
九
条

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
書
類
に
よ
り
し

第
十
九
条

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
書
類
に
よ
り
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

条
例
第
三
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の

一

条
例
第
三
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

の

規
定
に
よ
る
個
人
県
民
税
賦
課
状
況
の
報
告

規
定
に
よ
る
個
人
県
民
税
賦
課
額

の
報
告

二

条
例
第
三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
県
民
税
滞
納
状
況
の
報

二

条
例
第
三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
県
民
税
徴
収
状
況
の
報

告

告

三

略

三

略

四

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
県
民
税
滞
納
繰
越
変
更
の
報
告

四

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
県
民
税
賦
課
額

変
更
の
報
告

五

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
県
民
税
徴
収
状
況
の
報
告

五

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
県
民
税
払
込

の
報
告

六

第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
県
民
税
不
納
欠
損
の
報
告

六

第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
県
民
税
欠
損
処
分
の
報
告

七
～
十
一

略

七
～
十
一

略

（
法
人
の
事
業
税
に
係
る
書
類
の
様
式
）

（
法
人
の
事
業
税
に
係
る
書
類
の
様
式
）

第
二
十
五
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
同
表
中
欄
に
掲

第
二
十
五
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
同
表
中
欄
に
掲

げ
る
書
類
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

げ
る
書
類
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

上

欄

中

欄

下

欄

上

欄

中

欄

下

欄
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略

略

略

略

略

略

法
第
七
十
二
条
の
三
十

法
人
事
業
税
徴
収
猶
予

様
式
第
八
十
一
号

八
の
二
第
十
二
項
に
お

承
認
（
不
承
認
）
通
知

い
て
準
用
す
る
法
第
十

書

五
条
の
二
の
二

法
第
七
十
二
条
の
三
十

法
人
事
業
税
徴
収
猶
予

様
式
第
八
十
二
号

八
の
二
第
十
二
項
に
お

期
間
延
長
承
認
（
不
承

い
て
準
用
す
る
法
第
十

認
）
通
知
書

五
条
の
二
の
二

令
第
二
十
四
条
の
三
第

法
人
事
業
税
・
特
別
法

様
式
第
八
十
三
号

令
第
二
十
四
条
の
三
第

法
人
事
業
税
の
確
定
申

様
式
第
八
十
三
号

三
項
（
令
第
二
十
四
条

人
事
業
税
に
係
る
確
定

三
項
（
令
第
二
十
四
条

告
書
提
出
期
限
の
延
長

の
四
第
七
項
に
お
い
て

申
告
書
の
提
出
期
限
の

の
四
第
七
項
に
お
い
て

等
の
処
分
通
知
書

読
み
替
え
て
準
用
す
る

延
長
の
承
認
等
の
通
知

読
み
替
え
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び

書

場
合
を
含
む
。
）
及
び

令
第
二
十
四
条
の
四
第

令
第
二
十
四
条
の
四
第

五
項

五
項

略

略

略

略

略

略

２
・
３

略

２
・
３

略

（
不
動
産
取
得
税
に
係
る
書
類
の
様
式
）

（
不
動
産
取
得
税
に
係
る
書
類
の
様
式
）

第
二
十
七
条
の
二

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
同
表
中
欄

第
二
十
七
条
の
二

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
同
表
中
欄

に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る

に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

上

欄

中

欄

下

欄

上

欄

中

欄

下

欄

条
例
第
七
十
四
条
第
三

徴
収
猶
予
（
期
間
延

様
式
第
八
十
四
号

条
例
第
七
十
四
条
第
三

不
動
産
取
得
税
徴
収
猶

様
式
第
八
十
四
号

項
、
条
例
第
七
十
六
条

長
）
通
知
書

項
、
条
例
第
七
十
六
条

予
承
認
（
不
承
認
）
通
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の
二
第
三
項
、
条
例
第

の
二
第
三
項
、
条
例
第

知
書

七
十
六
条
の
三
第
四

七
十
六
条
の
三
第
四

項
、
条
例
第
七
十
六
条

項
、
条
例
第
七
十
六
条

の
四
第
三
項
、
条
例
第

の
四
第
三
項
、
条
例
第

七
十
六
条
の
五
第
三

七
十
六
条
の
五
第
三

項
、
条
例
第
七
十
六
条

項
、
条
例
第
七
十
六
条

の
六
第
二
項
、
条
例
附

の
六
第
二
項
、
条
例
附

則
第
十
六
条
第
三
項
及

則
第
十
六
条
第
三
項
及

び
第
五
項
並
び
に
令
附

び
第
五
項
並
び
に
令
附

則
第
十
条
第
十
五
項

則
第
十
条
第
十
五
項

条
例
第
七
十
四
条
第
三

徴
収
（
換
価
）
猶
予

様
式
第
二
十
一
号

項
、
条
例
第
七
十
六
条

（
期
間
延
長
）
不
承
認

を
用
い
る
も
の
と

の
二
第
三
項
、
条
例
第

通
知
書

す
る
。

七
十
六
条
の
三
第
四

項
、
条
例
第
七
十
六
条

の
四
第
三
項
、
条
例
第

七
十
六
条
の
五
第
三

項
、
条
例
第
七
十
六
条

の
六
第
二
項
、
条
例
附

則
第
十
六
条
第
三
項
及

び
第
五
項
並
び
に
令
附

則
第
十
条
第
十
五
項

第
二
十
七
条
第
二
項

不
動
産
取
得
税
減
免
不

様
式
第
八
十
五
号

承
認
通
知
書

条
例
第
七
十
五
条
第
二

徴
収
猶
予
取
消
通
知
書

様
式
第
八
十
五
号

条
例
第
七
十
五
条
第
二

不
動
産
取
得
税
徴
収
猶

様
式
第
八
十
六
号

項
、
条
例
第
七
十
六
条

項
、
条
例
第
七
十
六
条

予
取
消
通
知
書

の
二
第
三
項
、
条
例
第

の
二
第
三
項
、
条
例
第
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七
十
六
条
の
三
第
四

七
十
六
条
の
三
第
四

項
、
条
例
第
七
十
六
条

項
、
条
例
第
七
十
六
条

の
四
第
三
項
、
条
例
第

の
四
第
三
項
、
条
例
第

七
十
六
条
の
五
第
三

七
十
六
条
の
五
第
三

項
、
条
例
第
七
十
六
条

項
、
条
例
第
七
十
六
条

の
六
第
二
項
、
条
例
附

の
六
第
二
項
、
条
例
附

則
第
十
六
条
第
三
項
及

則
第
十
六
条
第
三
項
及

び
第
五
項
、
条
例
附
則

び
第
五
項
、
条
例
附
則

第
十
八
条
第
一
項
並
び

第
十
八
条
第
一
項
並
び

に
条
例
附
則
第
十
八
条

に
条
例
附
則
第
十
八
条

の
二
第
一
項

の
二
第
一
項

第
二
十
七
条
第
二
項

不
動
産
取
得
税
減
免
不

様
式
第
八
十
六
号

承
認
通
知
書

２

略

２

略

（
軽
油
引
取
税
に
係
る
書
類

の
様
式
）

（
軽
油
引
取
税
に
係
る
書
類
等
の
様
式
）

第
四
十
四
条
の
十

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
同
表
中
欄

第
四
十
四
条
の
十

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
同
表
中
欄

に
掲
げ
る
書
類

の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ

に
掲
げ
る
書
類
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

上

欄

中

欄

下

欄

上

欄

中

欄

下

欄

略

略

略

略

略

略

法
第
百
四
十
四
条
の
二

徴
収
猶
予
（
期
間
延

様
式
第
九
十
九
号

法
第
百
四
十
四
条
の
二

軽
油
引
取
税
徴
収
猶
予

様
式
第
九
十
九
号

十
九
第
二
項

長
）
通
知
書

十
九
第
二
項

承
認
（
不
承
認
）
通
知

書

法
第
百
四
十
四
条
の
二

徴
収
猶
予
（
期
間
延

様
式
第
九
十
九
号

十
九
第
二
項

長
）
不
承
認
通
知
書

の
二

-7-



略

略

略

略

略

略

２

略

２

略

様
式
第
六
号
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第6号 納税証明書 その2 

 

納 税 証 明 書 

 
 

  住     所  
           
       
  氏名または名称                 様 
           
           
 
使用目的 

 

 
証明事項 

税目 

 

事業年度・課税年度 

または年・月 
区分 

納付（納入） 

すべき額  円 

納付（納入） 

した額   円 

未納の額 

         円 

法  定 

納期限等 

事業年度等_ 

事業年度等_ 

区分 

法人税目 

    

事業年度等_ 

事業年度等_ 

区分 

法人税目 

    

事業年度等_ 

事業年度等_ 

区分 

法人税目 

    

事業年度等_ 

事業年度等_ 

区分 

法人税目 

    

事業年度等_ 

事業年度等_ 

区分 

法人税目 

    

事業年度等_ 

事業年度等_ 

区分 

法人税目 

    

備考 

課税客体等 

 

 
上記のとおり相違ないことを証明します。 
 
                   年  月  日   秋田県総合県税事務所長   印 
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様
式
第
六
号
そ
の
三
を
削
り
、
様
式
第
六
号
そ
の
四
を
様
式
第
六
号
そ
の
三
と
し
、
様
式
第
六
号
そ
の
五
を
様
式
第
六
号
そ
の
四
と
す
る
。

様
式
第
七
号
そ
の
一
及
び
そ
の
二
の
規
定
中
「税

額
2
,
0
0
0
円

」
を
「納

付
す
る
税
額
が
2
,
0
0
0
円

」
に
、
「納

期
限
の

」
を
「

納
期
限
の

」
に
改
め
、
同
様
式
そ

、
の
四
及
び
そ
の
四
の
二
の
規
定
中
「税

額
2
,
0
0
0
円

」
を
「納

付
す
る
税
額
が
2
,
0
0
0
円

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
五
及
び
そ
の
六
の
規
定
中
「税

額
2
,
0
0
0
円

」
を

「納
付
す
る
税
額
が
2
,
0
0
0
円

」
に
、
「納

期
限
の

」
を
「

納
期
限
の

」
に
改
め
る
。

、

様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第8号 更正（決定）及び加算金額決定通知書 その１ 

年 月 日 
 住 (居) 所 
 (所 在 地) 

 氏 名 
 ( 名 称 ) 様 

  

秋田県総合県税事務所長    印   

 

法人県民税・法人事業税・特別法人事業税更正（決定）及び加算金額決定通知書 

 

 次のとおり更正（決定）したので、通知します。この通知に基づく不足税額並びに不足税額に対する延滞金額及び加算金額については、指定納期限までに納付書裏面に記載の場

所（方法）で納付してください。 

 

課税番号  事業年度又は連結事業年度 から                まで 

法人番号  
更正（決定）の理由  

指定納期限 年   月   日 

法人事業税 法人県民税 

摘要 課税標準  税額 

課 税 

標準額 

法人税総額        ㉞  

所
得
割 

所得金額又は 

個別所得金額の総額 
①    

本県分          ㉟  

本
県
分 

年400万円以下の金額 ②   
 円 

年400万円を超え 

年800万円以下の金額 
③    

本県分法人税割額 

(㉟×    )    ㊱   

年800万円を超える金額又

は軽減税率不適用法人の

金額 
④    

道府県民税の 

特定寄付金税額控除額           ㊲ 
 

合計  ②+③+④ ⑤    税額控除超過額相当額の加算額       ㊳  

付
加
価
値
割 

付加価値額総額 ⑥    
外国関係会社等に係る控除対象又は個別控除対象

所得税額等相当額の控除額               ㊴ 
 

本県分 ⑦    外国の法人税等の額の控除額       ㊵  

資
本
割 

資本金等の額総額 ⑧    仮装経理に基づく法人税割額の控除額   ㊶  

本県分 ⑨    利子割額の控除額            ㊷  

収
入
割 

収入金額総額 ⑩    
差引法人税割額 

㊱-㊲+㊳-㊴-㊵-㊶-㊷           ㊸ 
 

本県分 ⑪    既に納付の確定した法人税割額           ㊹  

合計事業税額  ⑤+⑦+⑨+⑪ ⑫    租税条約の実施に係る法人税割額の控除額  ㊺  

改正法附則の控除額  ⑬  
事業税の特定寄附金税額 

控除額           ⑭ 
 

既還付請求利子割額が過大である場合の 

納付額                 ㊻ 
 

仮装経理に基づく 

事業税額の控除額    ⑮ 
   再差引法人税割額 ㊸-㊹-㊺+㊻   ㊼  

既に納付の確定した 

事業税額               ⑯ 
 

租税条約の実施に係る 

事業税額の控除額            ⑰ 
 均等割額                ㊽  

差引事業税額 

⑫-⑬-⑭-⑮-⑯-⑰ ⑱ 
 

⑱のうち仮装経理に基づく過大申

告の更正による税額     ⑲ 
 既に納付の確定した均等割額       ㊾  

⑱のうち租税条約の実施に

係る過大申告の更正による

税額         ⑳ 

 
納付すべき事業税額 

⑱+⑲+⑳       ㉑ 
 差引均等割額 ㊽-㊾        ㊿  

特別法人事業税 
県民税額の合計額 ㊼+㊿        ○51   

摘要 課税標準  税額 

所得割に係る特別法人事業税額 ㉒    
○51 のうち仮装経理に基づく過大申告の 

更正による税額                            
 

収入割に係る特別法人事業税額 ㉓    
○51 のうち租税条約の実施に係る 

過大申告の更正による税額 
 

合計特別法人事業税 ㉒+㉓         ㉔  納付すべき県民税額 ○51 +○52 +○53      ○54   

仮装経理に基づく特別法人 

事業税額の控除額         ㉕ 
 

既に納付の確定した 

特別法人事業税額     ㉖ 
 利子割額                ○55   

租税条約の実施に係る特別法人 

事業税額の控除額         ㉗ 
 

差引特別法人事業税額 

㉔-㉕-㉖-㉗     ㉘ 
 還付利子割額              ○56   

㉘のうち仮装経理に基づく 

過大申告の更正による税額     ㉙ 
 

㉘のうち租税条約の実施に係る

過大申告の更正による税額 ㉚ 
 

分
割
基
準 

県民税 
総数  

本県分  

納付すべき特別法人事業税額  ㉘+㉙+㉚                   ㉛  
事業税１ 

総数  

区分 算定基礎となる税額  加算金額 既に納付の確定した額 過不足額 本県分  

加
算
金 

過少申告加算金 

（加重対象分）      
事業税２ 

総数  

本県分  
不申告加算金 

（加重対象分） 
     

事業税３ 
総数  

重加算金㉝      
本県分  

今回納付すべき総額 ㉑+㉛+㉜+㉝+○54 -○56   売上高 
総額  

軌道、鉄道  

延滞金額 法律による金額 

この処分に不服がある場合の救済の方法 （この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。） 

備考  

 

○52  

○53  

㉜ 
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様式第8号 更正（決定）及び加算金額決定通知書 その２ 

年 月 日   
 住 (居) 所 
 (所 在 地) 

 氏 名 
 ( 名 称 ) 様 

  

 

秋田県総合県税事務所長    印   

 

法人県民税・法人事業税・特別法人事業税更正（決定）及び加算金額決定通知書 

 

 次のとおり更正（決定）したので、通知します。この通知に基づく不足税額並びに不足税額に対する延滞金額及び加算金額については、指定納期限までに納付書裏面に記載の場

所（方法）で納付してください。 

 
課税番号  事業年度又は連結事業年度 から                 まで 

法人番号  
更正（決定）の理由  

指定納期限 年   月   日 

法人事業税 法人県民税 

摘要 課税標準  税額 

課 税 

標準額 

法人税総額            ㊷  

法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業 

所
得
割 

所得金額又は 

個別所得金額の総額 
①    

本県分              ㊸  

本
県
分 

年400万円 

以下の金額 
②   

円 

年400万円を超え 

年800万円以下の金額 
③    

本県分法人税割額 

(㊸×    )       ㊹ 
  

年800万円を超える金

額又は軽減税率不適

用法人の金額 
④    

道府県民税の 

特定寄付金税額控除額               ㊺ 
 

合計  ②+③+④ ⑤    税額控除超過額相当額の加算額           ㊻  

付
加
価
値
割 

付加価値額総額 ⑥    
外国関係会社等に係る控除対象又は個別控除対象所得税

額等相当額の控除額                              ㊼ 
 

本県分 ⑦    外国の法人税等の額の控除額           ㊽  

資
本
割 

資本金等の額総額 ⑧    仮装経理に基づく法人税割額の控除額       ㊾  

本県分 ⑨    差引法人税割額  ㊹-㊺+㊻-㊼-㊽-㊾   ㊿  

収
入
割 

収入金額総額 ⑩    既に納付の確定した法人税割額                    ○51   

本県分 ⑪    租税条約の実施に係る法人税割額の控除額     ○52   

法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業 

所
得
割 

所得金額総額 ⑫    再差引法人税割額  ○50 -○51 -○52          ○53   

本県分 ⑬    均等割額                                        ○54   

付
加
価
値
割 

付加価値額総額 ⑭    既に納付の確定した均等割額                      ○55   

本県分 ⑮    差引均等割額  ○54 -○55              ○56   

資
本
割 

資本金等の額総額 ⑯    県民税額の合計額  ○53 +○56                      ○57   

本県分 ⑰    
○57 のうち仮装経理に基づく過大申告の 

更正による税額                               ○58  
 

収
入
割 

収入金額総額 ⑱    
○57 のうち租税条約の実施に係る過大申告の 

更正による税額                                 ○59  
 

本県分 ⑲    納付すべき県民税額  ○57 +○58 +○59                ○60   

合計事業税額 

⑤+⑦+⑨+⑪+⑬+⑮+⑰+⑲ 
⑳    

分
割
基
準 

県民税 

総数  

事業税の特定寄附金 

税額控除額        ㉑  
仮装経理に基づく 

事業税額の控除額      ㉒ 
 

本県分  

事業税1 

総数  
既に納付の確定した 

事業税額         ㉓ 
 

租税条約の実施に係る 

事業税額の控除額      ㉔ 
 

本県分  
差引事業税額 

⑳-㉑-㉒-㉓-㉔      ㉕ 
 

㉕のうち仮装経理に基づく過大申

告の更正による税額     ㉖ 
 

事業税2 

総数  

㉕のうち租税条約の実施に係る過

大申告の更正による税額  ㉗ 
 

納付すべき事業税額 

㉕+㉖+㉗         ㉘ 
 本県分  

特別法人事業税 
事業税3 

総数  

摘要 課税標準 
 

税額 本県分  

法第72条の2第1項第1号に掲げる事業の 

所得割に係る特別法人事業税額     ㉙ 

 

   

売上高 

総額  

法第72条の2第1項第2号に掲げる事業の 

収入割に係る特別法人事業税額     ㉚ 

 

   軌道、鉄道  

法第72条の2第1項第3号に掲げる事業の 

収入割に係る特別法人事業税額     ㉛ 

 

 

 
 

加
算
金 

区分 
不申告加算金 （加重対象分） 

㊵ 
重加算金  ㊶ 

合計特別法人事業税額 

㉙+㉚+㉛              ㉜ 
 

算定基礎となる 

税額 
   

仮装経理に基づく特別法人 

事業税額の控除額        ㉝ 
 

既に納付の確定した 

特別法人事業税額     ㉞ 
  

   
租税条約の実施に係る特別法人 

事業税額の控除額         ㉟ 
 

差引特別法人事業税額 

㉜-㉝-㉞-㉟     ㊱ 
 

加算金額    ㊱のうち仮装経理に基づく 

過大申告の更正による税額    ㊲ 

 ㊱のうち租税条約の実施に係る

過大申告の更正による税額 ㊳ 

 

納付すべき特別法人事業税額 

㊱+㊲+㊳               ㊴ 

 
既に納付の 

確定した額 
   

今回納付すべき総額 

㉘+㊴+㊵+㊶+○60  

 
過不足額    

延滞金額 法律による金額 

この処分に不服がある場合の救済の方法 （この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。） 

備考  
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様式第8号 更正(決定)及び加算金額決定通知書 その3 

年 月 日   

 特別徴収義務者 

 住 (居) 所 

 (所 在 地) 

 氏 名 

 ( 名 称 ) 
様 

  

秋田県総合県税事務所長    印   

 

県民税利子割 更正(決定)及び加算金額決定通知書 

 

 次のとおり更正(決定)したので、通知します。この通知に基づく不足税額並びに不足税額に対する

延滞金額及び加算金額については、指定納期限までに納付書裏面に記載の場所（方法）で納入（納付）

してください。 

 特別徴収義務者番号   課税番号   支払年月 年 月 申告期限    

利 子 の 種 類   

更 正 ( 決 定 ) の 理 由   

本

税 

区 分 課 税 標 準 額 （ 円 ）  税 額 （ 円 ）  

更 正 ( 決 定 ) 額 ① 
    

 

既に納入（納付）の確定した額 ② 
  

  

  

  

過 不 足 額 ( ① － ② ) ③ 
  

 

  

  

加

算

金 

区 分 
算定基礎となる 

税額    (円) 
 加算金額(円) 

既に納付の確定

した額   (円) 
過不足額(円) 

過少申告加算金 

( 加 重 対 象 分 ) 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

不 申 告 加 算 金 

( 加 重 対 象 分 ) 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

重 加 算 金 
  

  

 

 

  

  

 

 

  

申告書提出年月日      年 月 日 加 算 金 計 ④   

指 定 納 期 限  年 月 日 納 入 ( 納 付 ) す べ き 額 ( ③ ＋ ④ ) 円 

  
 延 滞 金 額 法律による金額  

この処分に不服がある場

合の救済の方法 

(この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。) 

備 考 
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様式第8号 更正(決定)及び加算金額決定通知書 その4 

年 月 日   

 特別徴収義務者 

 住 (居) 所 

 (所 在 地) 

 氏 名 

 ( 名 称 ) 
様 

  

秋田県総合県税事務所長    印   

 

県民税配当割 更正(決定)及び加算金額決定通知書 

 

 次のとおり更正(決定)したので、通知します。この通知に基づく不足税額並びに不足税額に対する

延滞金額及び加算金額については、指定納期限までに納付書裏面に記載の場所（方法）で納入(納付)

してください。 

 法 人 番 号   課税番号   支払年月 年 月 申告期限    

金 融 商 品 の 種 類   

更 正 ( 決 定 ) の 理 由   

本

税 

区 分 課 税 標 準 額 （ 円 ）  税 額 （ 円 ）  

更 正 ( 決 定 ) 額 ① 
    

 

既に納入（納付）の確定した額 ② 
  

  

  

  

過 不 足 額 ( ① － ② ) ③ 
  

 

  

  

加

算

金 

区 分 
基礎となる税額 

      (円) 
 加算金額(円) 

既に納付の確定

した額   (円) 
過不足額(円) 

過少申告加算金 

( 加 重 対 象 分 ) 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

不 申 告 加 算 金 

( 加 重 対 象 分 ) 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

重 加 算 金 
  

  

 

 

  

  

 

 

  

申告書提出年月日      年 月 日 加 算 金 計 ④   

指 定 納 期 限  年 月 日 納 入 ( 納 付 ) す べ き 額 ( ③ ＋ ④ ) 円 

  
 延 滞 金 額 法律による金額  

この処分に不服がある場

合の救済の方法 

(この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。) 

備 考 
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様式第8号 更正(決定)及び加算金額決定通知書 その5 

年 月 日   

 特別徴収義務者 

 住 (居) 所 

 (所 在 地) 

 氏 名 

 ( 名 称 ) 
様 

  

秋田県総合県税事務所長    印   

 

県民税株式等譲渡所得割 更正(決定)及び加算金額決定通知書 

 

 次のとおり更正(決定)したので、通知します。この通知に基づく不足税額並びに不足税額に対する

延滞金額及び加算金額については、指定納期限までに納付書裏面に記載の場所（方法）で納入(納付)

してください。 

 法 人 番 号   課税番号   支払年月 年 月 申告期限    

更 正 ( 決 定 ) の 理 由 

  

  

本

税 

区 分 課 税 標 準 額 （ 円 ）  税 額 （ 円 ）  

更 正 ( 決 定 ) 額 ① 
  

  

  

  

既に納入（納付）の確定した額 ② 
  

  

  

  

過 不 足 額 ( ① － ② ) ③ 
  

 

  

  

加

算

金 

区 分 
基礎となる税額 

      (円) 
 加算金額(円) 

既に納付の確定

した額  (円) 
過不足額(円) 

過少申告加算金 

( 加 重 対 象 分 ) 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

不 申 告 加 算 金 

( 加 重 対 象 分 ) 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

重 加 算 金 
  

  

 

 

  

  

 

 

  

申告書提出年月日      年 月 日 加 算 金 計 ④   

指 定 納 期 限 年 月 日 納 入 ( 納 付 ) す べ き 額 ( ③ ＋ ④ ) 円 

  
 延 滞 金 額 法律による金額  

この処分に不服がある場

合の救済の方法 

(この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。) 

備 考 
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様式第8号 更正(決定)及び加算金額決定通知書 その6 

年 月 日   

 特別徴収義務者 

 住 (居) 所 

 (所 在 地) 

 氏 名 

 ( 名 称 ) 
様 

  

秋田県総合県税事務所長    印   

 

県たばこ税 更正(決定)及び加算金額決定通知書 

 

 次のとおり更正(決定)したので、通知します。この通知に基づく不足税額並びに不足税額に対する

延滞金額及び加算金額については、指定納期限までに納付書裏面に記載の場所（方法）で納付してく

ださい。 

 課税番号  事業者番号   

課税対象年月（日）  申告書提出期限  

更正(決定)の理由 

  

本 
 
 

税 

区 分 課税標準 （本） 税 額 （円） 

更正（決定）額  ① 
製造たばこ    

旧３級品   

既に納付・還付の確定した額    ②   

過不足額 ①－②         ③   

加

算

金 

区 分 
算定基礎となる

税額   （円） 
 加算金額（円） 

既に納付の確定

した額 （円） 
過不足額（円） 

過 少 申 告 加 算 金 

( 加 重 対 象 分 ) 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

不 申 告 加 算 金 

( 加 重 対 象 分 ) 

  

  

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

重 加 算 金        

申告書提出年月日  加算金計          ④   

指定納期限  納付すべき額      ③＋④  

  
 
延 滞 金 額 法律による金額 

 

この処分に不服がある場

合の救済の方法 

(この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。) 

備 考 
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様式第8号 更正(決定)及び加算金額決定通知書 その7 

年 月 日   

 特別徴収義務者 

 住 (居) 所 

 (所 在 地) 

 氏 名 

 ( 名 称 ) 
様 

  

秋田県総合県税事務所長    印   

 

ゴルフ場利用税 更正(決定)及び加算金額決定通知書 

 

 次のとおり更正(決定)したので、通知します。この通知に基づく不足税額並びに不足税額に対する

延滞金額及び加算金額については、指定納期限までに納付書裏面に記載の場所（方法）で納入(納付)

してください。 

 
 課 税 番 号   課税対象年月 年  月 登録番号      

更 正 ( 決 定 ) の 理 由 

  

  

本

税 

区 分 更正（決定）による額等 
既に納入（納付）の確定した

額等          
過不足額等 

利用人員 （人）    

税  額 （円）   ①  

 税 額 内 訳  

今

回

分 

等  級      

利用人員（人）    

税  額（円）    

既

確

定

分 

等  級       

利用人員（人）     

税  額（円）    

加
算
金 

区 分 
算定基礎とな

る税額 (円) 
 加算金額 

既に納付の確定

した額 （円） 
過不足額（円） 

過 少 申 告 加 算 金 

( 加 重 対 象 分 ) 

  

  

 

 

  

  

 

 

② 

③ 

不 申 告 加 算 金 

( 加 重 対 象 分 ) 

  

  

 

 

  

  

 ④ 

⑤ 

重 加 算 金 
  

  

 

 

  

  

 

 
⑥ 

申告書提出期限 申告書提出年月日 指定納期限 納入（納付）すべ

き額 
①+②+③+④+⑤+⑥ 

 

年 月 日 年 月 日 年 月 日 

  
 延 滞 金 額  法律による金額 

  この処分に不服がある場合の

救済の方法 

(この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。) 

備 考    
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様式第8号 更正(決定)及び加算金額決定通知書 その8 

年 月 日   

 特別徴収義務者 

 住 (居) 所 

 (所 在 地) 

 氏 名 

 ( 名 称 ) 
様 

  

秋田県総合県税事務所長    印   

 

軽油引取税 更正(決定)及び加算金額決定通知書 

 

 次のとおり更正(決定)したので、通知します。この通知に基づく不足税額並びに不足税額に対する

延滞金額及び加算金額については、指定納期限までに納付書裏面に記載の場所（方法）で納入(納付)

してください。 

 
課 税 番 号  

課税対象年月

（日） 
 年 月 事業者コード   

 

更 正 ( 決 定 ) の 理 由 

  

本

税 

区 分  更正（決定）による額等 
既に納入（納付）の確定

した額等 
過不足額等 

課 税 標 準 量 （ L ）   
  

  

税 額 （ 円 ）    ① 

加

算

金 

区 分 
算定基礎となる税

額    （円） 
 加算金額（円） 

既に納付の確定

した額 （円） 
過不足額（円） 

過少申告加算金 

( 加 重 対 象 分 ) 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

② 

③ 

不 申 告 加 算 金 

( 加 重 対 象 分 ) 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

④ 

⑤ 

重 加 算 金       ⑥ 

申告書提出期限 申告書提出年月日 指定納期限 納入（納付）すべき額 

①+②+③+④+⑤+⑥ 

  

年 月 日 年 月 日 年 月 日 

  
 
延 滞 金 額 法律による金額 

 

この処分に不服がある場

合の救済の方法 

(この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。) 

備 考 
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様式第8号 更正(決定)及び加算金額決定通知書 その9 

年 月 日   

  

 住 (居) 所 

 (所 在 地) 

 氏 名 

 ( 名 称 ) 
様 

  

秋田県総合県税事務所長    印   

 

自動車税環境性能割更正決定通知書 

 

 次のとおり地方税法168条第 項並びに第171条第 項及び第172条第 項の規定により更正(決定)

したので、通知します。この通知に基づく不足税額並びに不足税額に対する延滞金額及び加算金額に

ついては、通知納期限までに納付書裏面に記載の場所（方法）で納付してください。 

 
登録番号 申請等年月日  

 

 年 月 日  

区分 確定額 既 確 定 額  差引増減額 

 

 
課税標準額     円 円 円 

税率    

税額 円 円 円 

 
計算の基礎とな

る税額  (円) 
率 年税額（円） 既確定額（円） 差引増減額（円） 

過少申告加算金 

（通常対象分） 

(加重対象分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不申告加算金 

（通常対象分） 

(加重対象分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重加算金  
 

 
   

通知納期限       加算金計   

摘要 

納付すべき額 

 

   
 延 滞 金 額 法律による金額  

この処分に不服が

ある場合の救済の

方法 

(この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。) 

備 考   
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様式第8号 更正(決定)及び加算金額決定通知書 その10 

年 月 日   

  

 住 (居) 所 

 (所 在 地) 

 氏 名 

 ( 名 称 ) 
様 

  

秋田県総合県税事務所長    印   

 

 

自動車税環境性能割更正通知書 

 

 

 次のとおり地方税法第168条第 項の規定により更正したので、通知します。 

 
登録番号 年度 既確定額（円） 確定額（円） 増減額（円） 

 

     

     

     

     

     

     

     

  

  

 
この処分に不服がある場

合の救済の方法 

(この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。)  

備 考 
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様式第15号 繰上徴収による納期限変更告知書 

年 月 日   

 住 (居) 所 

 (所 在 地) 

 氏 名 

 ( 名 称 ) 
様 

  

秋田県総合県税事務所長    印   

 

 

繰上徴収による納期限変更告知書 

 

 

 地方税法第13条の2第3項の規定により、繰上徴収による納期限変更を告知します。 

繰上徴収後の変更納期限 年    月    日 

繰上徴収に係る徴収金 

税目 
課税番号 納期限 税額 延滞金額 

過少申告 

加算金額 

不申告 

加算金額 
重加算金額 摘要 

年度 期別 

  

 

 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

 

 

   

  

 

  

 

      

   

 

 

  

 

      

   

計（円） 
      

処分理由 

 

摘要 

 

この処分に不服がある場合

の救済の方法 

 

（この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。） 
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様式第20号 徴収（換価）猶予（期間延長）通知書 

年 月 日   

 住 (居) 所 

 (所 在 地) 

 氏 名 

 ( 名 称 ) 
様 

  

秋田県総合県税事務所長    印   

 

 

徴収（換価）猶予（期間延長）通知書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった徴収（換価）猶予について、次のとおり承認したので、

地方税法第15条の2の2第1項（第 条の 第 項において準用する同法第15条の2の2第1項）の規定に

より、通知します。 

猶予（猶予の延長）期間 年   月   日 から     年   月   日 まで 

徴収猶予（換価の猶予）をした徴収金 

税目 
課税番号 

納期限 
税額 延滞金額 

過少申告 

加算金額 

不申告 

加算金額 
重加算金額 摘要 

年度 期別 督促発付日 

  

 

 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

 

 

   

  

 

  

 

      

   

 

 

  

 

      

   

 

計（円） 

      

滞納処分費   法律による金額              円（滞納処分費は、この通知書作成の日までのものです。） 

分納の方法 

回数 納付（納入）期日 納付（納入）金額 回数 納付（納入）期日 納付（納入）金額 

      

      

      

摘要 

 

この処分に不服がある場合

の救済の方法 

 

（この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。） 
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様式第21号 徴収（換価）猶予（期間延長）不承認通知書 

年 月 日   

 住 (居) 所 

 (所 在 地) 

 氏 名 

 ( 名 称 ) 
様 

  

秋田県総合県税事務所長    印   

 

 

徴収（換価）猶予（期間延長）不承認通知書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった徴収（換価）猶予について、次の理由により承認しない

ので、地方税法第15条の2の2第2項（第 条の 第 項において準用する同法第15条の2の2第2項）の

規定により、通知します。 

不承認の理由 

 

この処分に不服がある場合

の救済の方法 

 

（この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。） 
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様式第22号 徴収猶予（換価の猶予）取消通知書 

年 月 日   

 住 (居) 所 

 (所 在 地) 

 氏 名 

 ( 名 称 ) 
様 

  

秋田県総合県税事務所長    印   

 

 

徴収猶予（換価の猶予）取消通知書 

 

 

    年  月  日付けで徴収（換価）猶予を承認しました（換価猶予をしました）次の徴収金

について、次の理由により取り消しましたので、直ちに納付するよう地方税法第15条の3第3項 

（第  条の  第  項において準用する同法第15条の3第3項）の規定により通知します。 

徴収猶予（換価の猶予）を取り消した徴収金 

税目 
課税番号 

納期限 
税額 延滞金額 

過少申告 

加算金額 

不申告 

加算金額 
重加算金額 摘要 

年度 期別 督促発付日 

  

 

 

 

円 円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

 

 

   

  

 

  

 

      

   

 

 

  

 

      

   

 

計（円） 

      

滞納処分費   法律による金額                 円（滞納処分費は、この通知書作成の日までのものです。） 

取消しの事由 

 

摘要 

 

この処分に不服がある場合

の救済の方法 

 

（この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。） 
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様式第23号　滞納処分の執行停止取消通知書

　
　

様

秋田県総合県税事務所長　　　　　　印

円 円

滞納処分費 法律による金額 円

（第1号・第2号・第3号）に該当する事実がないと認められますから、同法第15条の8第1項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消し

ましたので、同条第2項の規定により通知します。なお、取消しを受けた次の徴収金については、速やかに納付（納入)してください。

摘 要

取消し
の

事由

円

　　年　　月　　日

次の徴収金については、 年 月 日付けで滞納処分の執行を停止しましたが、あなた（貴社）は、地方税法第15条の7第1項

滞 納 金 額

納期限

円 円

税  額 延滞金額課税番号
期別

摘要
督促発付日

過少申告
加算金額

不申告
加算金額

重加算金額
年度

税  目

滞納処分の執行停止取消通知書

住（居）所
（ 所在地 ）

氏    名
（ 名 称 ）

この処分に不服がある場
合の救済の方法

（この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。）

（滞納処分費は、この通知書作成の日までのものです。）

計（円）
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様
式
第
三
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第35号 延滞金減免通知書 

年 月 日   

 住 (居) 所 

 (所 在 地) 

 氏 名 

 ( 名 称 ) 
様 

  

秋田県総合県税事務所長    印   

 

 

延滞金減免通知書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった延滞金の減免について次のとおり承認したので、秋田県

県税条例施行規則第14条第2項の規定により通知します。 

延滞金減免の理由 
 

延滞金減免の期間 
 

税目 課税番号 

本税額 
減免

期間 

開始 
①減免前の 

金額 

③減免後の 

金額 ⑤差引要納

付額 
摘要 

年度 期別 納期限 終了 
②減免した 

金額 

④納付済の 

金額 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

       

      

 

 

       

      

計（円） 

    

  

減免の理由 

期
間 

○                 （    年    月    日  ～     年    月    日） 

○                 （    年    月    日  ～     年    月    日） 

○                 （    年    月    日  ～     年    月    日） 

○                 （    年    月    日  ～     年    月    日） 

○                 （    年    月    日  ～     年    月    日） 

記事 

この処分に不服が

ある場合の救済の

方法 

（この欄には、様式第３号の例による教示の文を記載すること。） 
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様
式
第
三
十
五
号
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。
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様式第35号の2 延滞金減免不承認通知書 

年 月 日   

 住 (居) 所 

 (所 在 地) 

 氏 名 

 ( 名 称 ) 
様 

  

秋田県総合県税事務所長    印   

 

 

延滞金減免不承認通知書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった延滞金の減免について次の理由により承認しないので、

秋田県県税条例施行規則第14条第2項の規定により通知します。 

不承認の理由 

 

この処分に不服があ

る場合の救済の方法 
（この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。） 
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様
式
第
三
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第37号 過誤納金等還付充当通知書 

年 月 日   

 住 (居) 所 

 (所 在 地) 

 氏 名 

 ( 名 称 ) 
様 

  

秋田県総合県税事務所長    印   

 

過誤納金等還付充当通知書 

 

 次の過誤納となった金額を還付します（充当等しました）ので、通知します。 

 
 還付する金額 
                    ＝ ①過誤納金の額 ＋ ②還付加算金の額 - ③充当額 

  

 
 〈過誤納金の額等の明細〉 

税目     

科目     

課税・登録番号     

年度・期別     

納付（納入）すべき額（円）     

納付（納入）した額（円）     

過誤納金の額（円）     

還付加算金の額（円）     

お返しする理由     

発生年月日     

①過誤納金の額  合計 （円） ＝  

②還付加算金の額 合計 （円） ＝  

  

〈充当明細〉 

未納の税目     

未納の科目     

事務所     

課税・登録番号     

年度・期別     

充当適状日     

充当額（円）     

充当後未納額（円）     

③充当額   合計  （円）  ＝    

 

〈振替口座〉 

金融機関 
 振込日 年  月  日 

振込金額 円 

預金種別  口座番号  払込人  

 

この処分に不服がある場合の救済 （この欄には、様式第３号の例による教示の文を記載すること。） 

 

               円 
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式
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号
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る
。
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様
式
第
3
9
号
 
督

促
状

 
そ

の
1
(
一

般
用

)
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
年

 
 

 
月

 

 
 
日

 

 住
 
（
居

）
 
所

 

（
 
所
 
在
 
地
 
）
 

 氏
 
 
 

 
 
名

 

（
 
名
 

称
 
）

 
様
 

  

督
 
促
 

状
 

  

 
次
の
と

お
り
滞

納
と

な
っ

て
お

り
ま

す
の

で
、

至
急
納

め
て

く
だ
さ
い

。
 

   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    秋
田
県
総
合
県
税
事
務
所
長
 
 
 
 

印
 

年
 
度

 
期

 
別

 
区
 
分

 

 
 

 

税
 
目

 
（

法
定

）
納

期
限

 
指
定
納
期

限
 

 
 

 

所
管
事
務

所
 

根
拠
規
定

 

 
 

納
付

 

（
納
入
）

 

す
る
金
額

 

 
円

 

 
円

 

 
円

 

 
円

 

 
円

 

 
円

 

 
円

 

 
円

 

合
計

 
円
 

注
 
裏
面

に
は
、

様
式

第
３

号
の

例
に

よ
り

、
こ

の
処
分

に
不

服
が
あ
る

場
合
の

救
済
の

方
法

を
記
載
す

る
こ
と

。
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様
式
第
三
十
九
号
そ
の
二
を
削
り
、
様
式
第
三
十
九
号
そ
の
三
を
様
式
第
三
十
九
号
そ
の
二
と
し
、
同
様
式
中
注
２
を
削
り
、
注
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
裏
面
に
は

、様
式
第
３
号
の
例
に
よ
り

、こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
救
済
方
法
を
記
載
す
る
こ
と

。

様
式
第
五
十
八
号
及
び
様
式
第
五
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第58号　組合員等の持分の払戻等請求書

　　年　　月　　日

様

秋田県総合県税事務所長　　　　　　印

円 円

円

住（居）所
（ 所在地 ）
氏    名

（ 名 称 ）

この処分に不服がある場合の救
済の方法

（この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。）

滞 納 者
（組合員等）

住　　所
(所在地)

氏　　名
(名　称)

円円 円

組合員等の持分の払戻等の請求書

　国税徴収法第74条第1項の規定に基づき、先に差し押さえた次の滞納者の持分について払戻し（譲受け）を請求します。

滞　納　金　額

税　目
課税番号

納期限
税　額 延滞金額 摘要

年度 期別 督促発付日
過少申告
加算金額

不申告
加算金額

重加算金額

（滞納処分費は、この通知書作成の日までのものです。）法律による金額滞納処分費

種
類
及
び
口
数
等

　
請
求
を
す
る
持
分
の

　
払
戻
し
（

譲
受
け
）

計（円）

処分理由

持分の払戻し（譲受け）請求の予告年月日 年　　　月　　　日

-37-



様式第59号　組合員等の持分の払戻等の請求予告通知書

　　年　　月　　日

様

秋田県総合県税事務所長　　　　　　印

円 円

円

住（居）所
（ 所在地 ）
氏　　　名
（ 名 称 ）

この処分に不服がある場合の救
済の方法

（この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。）

滞 納 者
（組合員等）

住　　所
(所在地)

氏　　名
(名　称)

円円 円

組合員等の持分の払戻等の請求予告通知書

　国税徴収法第74条第2項の規定に基づき、先に差し押さえた次の滞納者の持分について、払戻し（譲受け）の請求を予告します。

滞　納　金　額

税　目
課税番号

納期限
税　額 延滞金額 摘要

年度 期別 督促発付日
過少申告
加算金額

不申告
加算金額

重加算金額

（滞納処分費は、この通知書作成の日までのものです。）法律による金額滞納処分費

種
類
及
び
口
数
等

　
請
求
を
す
る
持
分
の

　
払
戻
し
（

譲
受
け
）

計（円）

処分理由

差押えをした年月日 年　　　月　　　日
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四
号
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る
。
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様式第74号 配当計算書 

 

年   月   日   

 

住 (居) 所 

(所 在 地) 

 

   氏   名 

 （ 名 称 ）                         様 

 

秋田県総合県税事務所長  印     

 

 

配当計算書 

 

 

 次のとおり換価代金等を配当します。 

 国税徴収法第131条の規定により、この計算書を作成します。 

 

滞納者 
住 ( 居 ) 所 

( 所 在 地 ) 

  氏 名 

(名 称) 

  

受

入 

換価財産等の名称、数量、性質及び所在 金 額 (円) 

   

    

    

    

 

支

払

 

債権者の住(居)所及び氏名又は名称 確認した債権額（円） 配当順位 配当金額(円) 備 考 

          

          

          

          

残余金（円） 

（    へ交付） 

換価代金等の交付 
期日 月   日 

場所  

この処分に不服が

ある場合の救済の

方法 

(この欄には、様式第52号の例による教示の文を記載すること。) 

摘要 
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配

当
計

算
書

内
訳

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
滞

納
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

分
)
 

財産 

換価 

名
称

そ
の

他
 

受
入

額
 

備
考

 

(
債

務
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

)
 

円
 

 
 

差押えに係る徴収金 

摘
要

 
税

目
等

 
法

定
納

期
限

 
滞

納
金

額
 

配
当

順
位

 

配
当

金
額

 
備

考
 

税
額

 
延

滞
金

 
加

算
金

 
処

分
費

 
計

 

 
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

円
 

 
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

係る公課 

交付要求に 

受
付

年
月

日
 

交
付

要
求

機
関

 
税

目
等

 
法

定
納

期
限

等
 

総
合

県
税

事
務

所
長

が
確

認
し

た
債

権
額

 

配
当

順
位

 
配

当
金

額
 

備
考

 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

私債権 

債
権

者
の

住
(
居

)
所

及
び

氏
名

 
債

権
の

種
類

 
担

保
権

等
の

設

定
年

月
日

 

総
合

県
税

事
務

所
長

が
確

認
し

た
債

権
額

 

配
当

順
位

 
配

当
金

額
 

備
考

 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

配
当

合
計

額
 

円
 

 
 

残
余

金
(
 

 
 

 
 

 
 

へ
交

付
)
 

円
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様
式
第
八
十
号
中
「納

税
通
知
書
の
番
号

」
を
「課

税
番
号

」
に
改
め
る
。

様
式
第
八
十
一
号
及
び
様
式
第
八
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
8
1
号
及
び
様
式
第
8
2
号

削
除

様
式
第
八
十
三
号
か
ら
様
式
第
八
十
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第83号 法人事業税・特別法人事業税に係る確定申告書の提出期限の延長の承認等の通知書 

 
                                     年  月  日 
 
  住 （居） 所  
  （ 所 在 地 ）  
       
  氏     名 

（ 名 称 ）  
           
                            秋田県総合県税事務所長   印 
 
 

法人事業税・特別法人事業税に係る 
確定申告書の提出期限の延長の承認等の通知書 

 
 
 法人事業税及び特別法人事業税の確定申告書の提出期限の延長について、地方税法施行
令第  条の  第  項の規定により、         したので通知します。 
 
 
１．法人の名称等 

主たる事務所・事業所 

の所在地 

 

法人名  

 
２．承認等の内容 

事業年度および期間等 法令 

自                       承認 

                 から     月間延長 

至                       却下 

地方税法第72条の25第3項 

（ 〃 第72条の25第5項） 

（ 〃 第72条の28第2項） 

（ 〃 第72条の29第2項） 

自                       承認 

                 について延長 

至                       却下 

               申告期限 

地方税法第72条の25第2項、第4項 

（ 〃 第72条の25第6項、第7項） 

（ 〃 第72条の25第16項） 

（ 〃 第72条の28第2項） 

（ 〃 第72条の29第2項） 

自             

                 から     月間に変更 

至 

                   延長承認の取消し・廃止 

地方税法施行令 

（ 〃 第24条の4第4項） 

（ 〃 第24条の4第6項） 

（ 〃 第24条の4の3第1項） 

 
３．却下等の理由 

 
 
 

 
４．この処分に不服がある場合の救済の方法 

（この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。） 
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様式第84号 徴収猶予（期間延長）通知書 

年 月 日   

 住 (居) 所 

 (所 在 地) 

 氏 名 

 ( 名 称 ) 
様 

  

秋田県総合県税事務所長    印   

 

 

徴収猶予（期間延長）通知書 

 

 

 次のとおり徴収猶予（の期間延長）をしましたので通知します。 

課税年度 納期限 不動産区分 取得者数 

 年  月  日   

所在地  

当初税額 円 

徴収猶予の事由  

徴収猶予の期間   年  月  日 から   年  月  日まで 

内  訳 

税  目 課税番号 

猶予額 備考 

年度 期別 納期限 

  

円  

  年 月 日 

この処分に不服がある場合

の救済方法 
（この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。） 
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様式第85号 徴収猶予取消通知書 

年 月 日   

 住 (居) 所 

 (所 在 地) 

 氏 名 

 ( 名 称 ) 
様 

  

秋田県総合県税事務所長    印   

 

 

徴収猶予取消通知書 

 

 

 次のとおり徴収猶予を取り消しましたので通知します。 

課税年度 納期限 不動産区分 取得者数 

 年  月  日   

所在地  

当初税額 円 

取消の事由  

徴収猶予の期間   年  月  日 から   年  月  日まで 

内訳 

税目 課税番号 

取消額 備考 

年度 期別 納期限 

  

円  

   

この処分に不服がある場合

の救済方法 
（この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。） 
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様式第86号 不動産取得税減免不承認通知書 

不動産取得税減免不承認通知書 

第     号 

年  月  日 

  住 所 

  (所在地) 

  氏 名 

  (名 称)    様 

秋田県総合県税事務所長        印 

 

      年  月  日付けで減免申請のあった不動産取得税について、秋田県県税条例第 

 条第  項の規定により、次のとおり通知します。 

年 度 年度 納 期 限  年 月 日 課税番号 号 

課 税 標 準 額 

不動産の

価 格 円 

税 額 

円 

不動産の取

得 
 年 月 日 

取 得 し た

不 動 産 の

概 要 

所在地 

土

地 

地 番 地 目 地 積 

  (登記) (現況)   

家

屋 
家 屋 番 号 家屋の種類 家屋の構造 床 面 積 

      1階 

1階以外 

計 

減 免 の 不

承 認 の 理

由 

  

この処分に不服があ

る場合の救済の方法 

 (この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。) 
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様
式
第
八
十
七
号
及
び
様
式
第
九
十
三
号
中
「承

認
で
き
ま
せ
ん

」
を
「承

認
し
な
い

」
に
改
め
る
。

様
式
第
九
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第99号 徴収猶予（期間延長）通知書 

年 月 日   

 住 (居) 所 

 (所 在 地) 

 氏 名 

 ( 名 称 ) 
様 

  

秋田県総合県税事務所長    印   

 

徴収猶予（期間延長）通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった軽油引取税の徴収猶予について、次のとおり承認したの

で、地方税法第144条の29第2項の規定により通知します。 

 

徴収猶予の期間             から             まで 

内訳 

税目 課税番号 

申告税額（円） 猶予額（円） 摘要 

年度 期別 納期限 

   

 

 

 

 

 

   

      

   

     

   

計（円） 
 

 

納入予定 

回数 納入期日 納入金額 回数 納入期日 納入金額 

      

      

      

この処分に不服がある場合

の救済の方法 

 

（この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。） 
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第
九
十
九
号
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。
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様式第99号の2 徴収猶予（期間延長）不承認通知書 

年 月 日   

 住 (居) 所 

 (所 在 地) 

 氏 名 

 ( 名 称 ) 
様 

  

秋田県総合県税事務所長    印   

 

 

徴収猶予（期間延長）不承認通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった軽油引取税の徴収猶予について、次の理由により承認しない

ので、地方税法第144条の29第2項の規定により、通知します。 

 

不承認の理由 

 

この処分に不服がある場合の

救済の方法 

 

（この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。） 
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様
式
第
百
六
号
を
様
式
第
百
六
号
そ
の
一
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。
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様式第106号 自動車税種別割減免承認（不承認）通知書 その2 

年 月 日   

 住 (居) 所 

 (所 在 地) 

 氏 名 

 ( 名 称 ) 
様 

  

秋田県総合県税事務所長    印   

 

 

自動車税種別割減免承認通知書 

 

 

 先に申請のあった自動車税種別割の減免について、次のとおり通知します。 

 
登録番号 年度 既確定額（円） 確定額（円） 増減額（円） 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 

この処分に不服がある場

合の救済の方法 
(この欄には、様式第3号の例による教示の文を記載すること。) 

 

備 考 

  

  

 注 この通知書は、自動車税種別割のうち身体障害者等に対する減免の承認に用いるものとする。 
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（
秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
調
定
の
手
続
等
）

（
調
定
の
手
続
等
）

第
七
条

略

第
七
条

略

２

前
項
の
調
定
決
議
書
に
は
、
調
定
内
訳
書
（
個
人
の
県
民
税
に
あ
つ
て
は

２

前
項
の
調
定
決
議
書
に
は
、
調
定
内
訳
書
（
個
人
の
県
民
税
に
あ
つ
て
は

個
人
県
民
税
賦
課
額
報
告
書
又
は
個
人
県
民
税
賦
課
額
変
更
報
告
書
、
地
方

個
人
県
民
税
賦
課
額
報
告
書
又
は
個
人
県
民
税
賦
課
額
変
更
報
告
書
、
地
方

消
費
税
に
あ
つ
て
は
国
庫
金
振
込
通
知
書
、
延
滞
金
に
あ
つ
て
は
調
定
明
細

消
費
税
に
あ
つ
て
は
国
庫
金
振
込
通
知
書

書
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
・
４

略

３
・
４

略

（
通
則
に
係
る
書
類
の
様
式
）

（
通
則
に
係
る
書
類
の
様
式
）

第
十
二
条

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と

第
十
二
条

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

四

調
定
明
細
書

五
～
七

略

四
～
六

略

（
更
正
又
は
決
定
の
決
議
）

（
更
正
又
は
決
定
の
決
議
）

第
二
十
四
条

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
法
第
五
十
五
条
、
法
第
七
十
二
条
の

第
二
十
四
条

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
法
第
五
十
五
条
、
法
第
七
十
二
条
の

三
十
九
、
法
第
七
十
二
条
の
四
十
一
又
は
法
第
七
十
二
条
の
四
十
一
の
二
の

三
十
九
、
法
第
七
十
二
条
の
四
十
一
又
は
法
第
七
十
二
条
の
四
十
一
の
二
の

規
定
に
よ
り
更
正
又
は
決
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
人
県
民
税
・
法

規
定
に
よ
り
更
正
又
は
決
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
人
県
民
税
・
法

人
事
業
税
等
更
正
（
決
定
）
決
議
書

人
事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税
更
正
（
決
定
）
決
議
書

に
よ
り
決
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
り
決
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
人
の
事
業
税
等
に
係
る
加
算
金
額
の
決
定
等
）

（
法
人
の
事
業
税
等
に
係
る
加
算
金
額
の
決
定
等
）

第
二
十
六
条

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
法
第
七
十
二
条
の
四
十
六
及
び
法
第

第
二
十
六
条

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
法
第
七
十
二
条
の
四
十
六
及
び
法
第
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七
十
二
条
の
四
十
七
の
規
定
に
よ
り
法
人
の
事
業
税
、
特
別
法
人
事
業
税
及

七
十
二
条
の
四
十
七
の
規
定
に
よ
り
法
人
の
事
業
税
、
特
別
法
人
事
業
税
及

び
地
方
法
人
特
別
税
に
係
る
過
少
申
告
加
算
金
額
、
不
申
告
加
算
金
額
及
び

び
地
方
法
人
特
別
税
に
係
る
過
少
申
告
加
算
金
額
、
不
申
告
加
算
金
額
及
び

重
加
算
金
額
の
決
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
人
事
業
税
等
加
算
金
額

重
加
算
金
額
の
決
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
人
事
業
税
・
特
別
法
人

決
定
決
議
書

に
よ
り
決
議
し
な
け
れ

事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税
加
算
金
額
決
定
決
議
書
に
よ
り
決
議
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

２

略

２

略

（
法
人
の
県
民
税
等
に
係
る
書
類
の
様
式
）

（
法
人
の
県
民
税
等
に
係
る
書
類
の
様
式
）

第
二
十
六
条
の
二

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る

第
二
十
六
条
の
二

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

法
人
県
民
税
・
法
人
事
業
税
等
更
正
（
決
定
）
決
議
書

三

法
人
県
民
税
・
法
人
事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税

更
正
（
決
定
）
決
議
書

四
・
五

略

四
・
五

略

六

法
人
事
業
税
等
加
算
金
額
決
定
決
議
書

六

法
人
事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税
加
算
金
額
決
定

決
議
書

（
過
誤
納
金
等
の
還
付
等
の
取
扱
い
）

（
過
誤
納
金
等
の
還
付
等
の
取
扱
い
）

第
八
十
八
条

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
過
誤
納
金
及
び
法
、
森
林
環
境
税
及

第
八
十
八
条

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
過
誤
納
金
及
び
法
、
森
林
環
境
税
及

び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
三
号
）
、
特

び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
三
号
）
、
特

別
法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一

別
法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一

年
法
律
第
四
号
）
又
は
廃
止
前
暫
定
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
き
還
付
を
要
す

年
法
律
第
四
号
）
又
は
廃
止
前
暫
定
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
き
還
付
を
要
す

る
徴
収
金
（
第
五
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
過
誤
納
金
等
」
と
い

る
徴
収
金
（
第
五
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
過
誤
納
金
等
」
と
い

う
。
）
を
還
付
し
、
未
納
に
係
る
徴
収
金
に
充
当
し
、
納
付
し
、
又
は
納
入

う
。
）
を
還
付
し
、
未
納
に
係
る
徴
収
金
に
充
当
し
、
納
付
し
、
又
は
納
入

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
過
誤
納
金
等
還
付
（
充
当
・
委
託
納
付
）
決
議
書

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
過
誤
納
金
等
還
付
（
充
当
・
納
付
・
納
入
）
決
議

に
よ
り
決
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
に
よ
り
決
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
過
誤
納
金
等
還
付
充
当
通
知
書

２

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
過
誤
納
金
等
還
付
（
充
当
・
納
付
・
納
入
）
通

を
発
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
決
議
と
併
せ
て

知
書
を
発
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
決
議
と
併
せ
て

発
付
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

発
付
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
議
が
当
該
年
度
に
収

３

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
議
が
当
該
年
度
に
収

-54-



納
さ
れ
た
徴
収
金
に
係
る
も
の
で
還
付
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
歳
入
下

納
さ
れ
た
徴
収
金
に
係
る
も
の
で
還
付
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
歳
入
下

戻
命
令
書
を
、
当
該
年
度
の
徴
収
金
に
充
当
、
納
付
又
は
納
入
を
要
す
る
も

戻
調
書

を
、
当
該
年
度
の
徴
収
金
に
充
当
、
納
付
又
は
納
入
を
要
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
過
誤
納
金
等
還
付
（
充
当
・
委
託
納
付
）
決
議
書
及
び
過
誤

の
に
つ
い
て
は
科
目
更
正
（
充
当
処
理
・
納
付
処
理
・
納
入
処
理
）
通
知
書

納
金
等
還
付
（
充
当
）
内
訳
書
を
、
当
該
年
度
以
外
の
年
度
の
徴
収
金
に
充

を
、
当
該
年
度
以
外
の
年
度
の
徴
収
金
に
充

当
、
納
付
又
は
納
入
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
公
金
振
替
通
知
書
を
出
納

当
、
納
付
又
は
納
入
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
公
金
振
替
通
知
書
を
出
納

員
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

員
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
議
が
前
年
度
以
前
に

４

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
議
が
前
年
度
以
前
に

収
納
さ
れ
た
徴
収
金
に
係
る
も
の
で
還
付
、
充
当
、
納
付
又
は
納
入
を
要
す

収
納
さ
れ
た
徴
収
金
に
係
る
も
の
で
還
付
、
充
当
、
納
付
又
は
納
入
を
要
す

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
支
出
命
令
書
に
過
誤
納
金
等
還
付
（
充
当
・
委
託
納

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
支
出
命
令
書
に
過
誤
納
金
等
還
付
（
充
当
・
納
付
・

付
）
決
議
書
及
び
過
誤
納
金
等
還
付
（
充
当
）
内
訳
書
を
添
え
て
出
納
員
に

納
入
）
明
細
書

を
添
え
て
出
納
員
に

送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

略

５

略

（
収
納
金
の
整
理
）

（
収
納
金
の
整
理
）

第
九
十
条

出
納
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
通
知
等
の
金

第
九
十
条

出
納
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
通
知
等
の
金

額
の
合
計
額
が
当
該
通
知
等
に
添
付
さ
れ
た
収
支
金
日
報
又
は
収
納
金
払
込

額
の
合
計
額
が
当
該
通
知
等
に
添
付
さ
れ
た
収
支
金
日
報
又
は
収
納
金
払
込

報
告
書
の
額
と
照
合
し
誤
り
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
、
当
該
各
号
に
掲

報
告
書
の
額
と
照
合
し
誤
り
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
、
当
該
各
号
に
掲

げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
整
理
し
な
け

げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
整
理
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

略

一
～
四

略

五

指
定
金
融
機
関
か
ら
歳
入
下
戻
の
旨
の
記
載
が
さ
れ
た
県
税
収
納
集
計

五

指
定
金
融
機
関
か
ら
歳
入
下
戻
の
旨
の
記
載
が
さ
れ
た
県
税
収
納
集
計

表
が
送
付
さ
れ
た
と
き

歳
入
下
戻
命
令
書

表
が
送
付
さ
れ
た
と
き

歳
入
下
戻
調
書

六

略

六

略

２

出
納
員
は
、
第
八
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
過
誤
納
金
等
還
付
（
充

２

出
納
員
は
、
第
八
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
科
目
更
正
（
充
当
処

当
・
委
託
納
付
）
決
議
書
及
び
過
誤
納
金
等
還
付
（
充
当
）
内
訳
書
の
送
付

理
）
通
知
書

の
送
付

を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
書
類

に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組

を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組

織
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

織
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
納
金
の
確
認
等
）

（
収
納
金
の
確
認
等
）

第
九
十
二
条

出
納
員
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
収
納
金
の
整
理
を
し
た
と

第
九
十
二
条

出
納
員
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
収
納
金
の
整
理
を
し
た
と
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き
は
、
県
税
調
定
収
入
実
績
報
告
書
に
当
該
収
納
金
の
整
理
の
基
礎
と
な
つ

き
は
、
調
定
・
収
入
額
集
計
表

に
当
該
収
納
金
の
整
理
の
基
礎
と
な
つ

た
書
類
（
次
項
に
お
い
て
「
収
納
原
票
」
と
い
う
。
）
を
添
え
て
税
務
課
長

た
書
類
（
次
項
に
お
い
て
「
収
納
原
票
」
と
い
う
。
）
を
添
え
て
税
務
課
長

又
は
総
合
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
、
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

又
は
総
合
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
、
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

出
納
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
と
き
は
、
県
税
調
定
収

２

出
納
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
と
き
は
、
調
定
・
収
入

入
実
績
報
告
書
に
あ
つ
て
は
所
属
年
度
別
に
、
収
納
原
票
に
あ
つ
て
は
所
属

額
集
計
表

に
あ
つ
て
は
所
属
年
度
別
に
、
収
納
原
票
に
あ
つ
て
は
所
属

年
度
及
び
歳
入
科
目
別
に
、
そ
れ
ぞ
れ
取
扱
年
月
日
に
従
い
編
て
つ
し
て
保

年
度
及
び
歳
入
科
目
別
に
、
そ
れ
ぞ
れ
取
扱
年
月
日
に
従
い
編
て
つ
し
て
保

管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
徴
収
金
の
欠
損
処
分
）

（
徴
収
金
の
欠
損
処
分
）

第
九
十
四
条

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
徴
収
金
に
つ
い
て
欠
損
処
分
を
し
よ

第
九
十
四
条

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
徴
収
金
に
つ
い
て
欠
損
処
分
を
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
不
納
欠
損
調
書

に
よ
り
決
議
し
な
け
れ
ば
な

う
と
す
る
と
き
は
、
徴
収
金
欠
損
処
分
決
議
書
に
よ
り
決
議
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

２

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
決
議
を
し
た
と
き
は
、
納

２

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
決
議
を
し
た
と
き
は
、
徴

税
義
務
消
滅
通
知
書

に
よ
り
出
納
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

収
金
欠
損
処
分
通
知
書
に
よ
り
出
納
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
決
算
調
書
）

（
決
算
調
書
）

第
九
十
五
条

略

第
九
十
五
条

略

２

税
務
課
長
又
は
総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ

２

税
務
課
長
又
は
総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ

た
決
算
調
書
を
調
定
決
議
書
、
不
能
欠
損
調
書

そ
の
他
関
係
書
類

た
決
算
調
書
を
調
定
決
議
書
、
徴
収
金
欠
損
処
分
決
議
書
そ
の
他
関
係
書
類

に
基
づ
き
そ
の
適
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
基
づ
き
そ
の
適
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

略

３

略

（
収
納
管
理
に
係
る
書
類
の
様
式
）

（
収
納
管
理
に
係
る
書
類
の
様
式
）

第
九
十
七
条

略

第
九
十
七
条

略

２

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

略

一
～
五

略

六

過
誤
納
金
等
還
付
（
充
当
・
委
託
納
付
）
決
議
書

六

過
誤
納
金
等
還
付
（
充
当
・
納
付
・
納
入
）
決
議
書

七

歳
入
下
戻
調
書

七

過
誤
納
金
等
還
付
（
充
当
）
内
訳
書

八

科
目
更
正
（
充
当
処
理
・
納
付
処
理
・
納
入
処
理
）
通
知
書

九

過
誤
納
金
等
還
付
（
充
当
・
納
付
・
納
入
）
明
細
書
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八

略

十

略

九

県
税
調
定
収
入
実
績
報
告
書

十
一

調
定
・
収
入
額
集
計
表

十

不
納
欠
損
調
書

十
二

徴
収
金
欠
損
処
分
決
議
書

十
一

納
税
義
務
消
滅
通
知
書

十
三

徴
収
金
欠
損
処
分
通
知
書

十
二
・
十
三

略

十
四
・
十
五

略

（
徴
収
に
係
る
処
分
の
決
議
）

（
徴
収
に
係
る
処
分
の
決
議
）

第
九
十
八
条

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
徴
収
に
係
る
処
分
の
う
ち
次
の
各
号

第
九
十
八
条

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
徴
収
に
係
る
処
分
の
う
ち
次
の
各
号

に
定
め
る
も
の
の
決
議
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
決
議
書
に
よ
り

に
定
め
る
も
の
の
決
議
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
決
議
書
に
よ
り

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
処
分
の
う
ち
法
第

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
処
分
の
う
ち
法
第

百
四
十
四
条
の
二
十
九
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
決
議
書
に

百
四
十
四
条
の
二
十
九
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
決
議
書
に

よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
七

略

一
～
七

略

八

滞
納
処
分
の
停
止

滞
納
処
分
執
行
停
止
決
議
書

八

滞
納
処
分
の
停
止

滞
納
処
分
停
止
決
議
書

九

滞
納
処
分
の
停
止
の
取
消
し

執
行
停
止
取
消
決
議
書

九

滞
納
処
分
の
停
止
の
取
消
し

滞
納
処
分
停
止
取
消
決
議
書

十
・
十
一

略

十
・
十
一

略

十
二

延
滞
金
額
の
減
免

延
滞
金
減
免
決
議
書

十
二

延
滞
金
額
の
減
免

延
滞
金
額
減
免
決
議
書

十
三
・
十
四

略

十
三
・
十
四

略

（
徴
収
に
係
る
書
類
の
様
式
）

（
徴
収
に
係
る
書
類
の
様
式
）

第
百
九
条

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と

第
百
九
条

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一
～
七

略

一
～
七

略

八

滞
納
処
分
執
行
停
止
決
議
書

八

滞
納
処
分
停
止
決
議
書

九

執
行
停
止
取
消
決
議
書

九

滞
納
処
分
停
止
取
消
決
議
書

十
・
十
一

略

十
・
十
一

略

十
二

延
滞
金
減
免
決
議
書

十
二

延
滞
金
額
減
免
決
議
書

十
三
～
二
十
四

略

十
三
～
二
十
四

略

（
秋
田
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

-57-



第
三
条

秋
田
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
秋
田
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
書
類
等
の
様
式
）

（
書
類
等
の
様
式
）

第
五
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令

の
規
定
に
よ
る
同
表

第
五
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
条
例
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
書
類
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と

の
中
欄
に
掲
げ
る
書
類
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と

こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

略

略

略

略

略

略

地
方
税
法
（
昭
和
二
十

更
正
（
決
定
）
及
び
加

様
式
第
十
七
号

五
年
法
律
二
百
二
十
六

算
金
額
決
定
通
知
書

号
）
第
七
百
三
十
三
条

の
十
六
第
四
項
、
地
方

税
法
第
七
百
三
十
三
条

の
十
八
第
八
項
及
び
地

方
税
法
第
七
百
三
十
三

条
の
十
九
第
五
項

（
補
則
）

（
補
則
）

第
六
条

条
例
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
そ
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事

第
六
条

条
例
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
そ
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事

項
は
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則

項
は
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ

（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
十
四
条
の
三
中
「
及
び
法
」
と
あ
る
の
は

の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
十
四
条
の
三
中
「
及
び
法
」
と
あ
る
の
は

「
並
び
に
法
及
び
秋
田
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例

「
並
び
に
法
及
び
秋
田
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例

第
七
十
三
号
）
」
と

第
七
十
三
号
）
」
と
、
同
規
則
第
十
五
条
第
一
項
の
表
中
「
及
び
法
第
百
七

十
二
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
法
第
百
七
十
二
条
第
五
項
、
法
第
七
百

三
十
三
条
の
十
六
第
四
項
、
法
第
七
百
三
十
三
条
の
十
八
第
八
項
及
び
法
第

、
「
及
び
令
第
五
十
五
条
第
一
項
」
と

七
百
三
十
三
条
の
十
九
第
五
項
」
と
、
「
及
び
令
第
五
十
五
条
第
一
項
」
と

-58-



あ
る
の
は
「
、
令
第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
令
第
五
十
六
条
の
九
十
二
の
二

あ
る
の
は
「
、
令
第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
令
第
五
十
六
条
の
九
十
二
の
二

第
一
項
」
と
、
「
法
第
七
百
条
の
六
十
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七

第
一
項
」
と
、
「
法
第
七
百
条
の
六
十
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七

百
条
の
六
十
四
第
一
項
、
法
第
七
百
三
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
」
と

百
条
の
六
十
四
第
一
項
、
法
第
七
百
三
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
」
と
、
同

規
則
様
式
第
三
十
九
号
そ
の
二
中
「
・狩

猟
税

（法
第
7
0
0
条
の
6
4
第
１

「・
狩
猟
税

（法
第
700条

の
64第
１
項

）

項

）
」
と
あ
る
の
は

と

・
産
業
廃
棄
物
税

（法
第
733条

の
22第
１
項

）
」

す
る
。

す
る
。

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第3号 産業廃棄物税納入申告書(第5条関係) 

(A4判)  

  

 

受付印 

 

 

※処理事項 

登録番号 区 分 予 備 
 

      

通信日付印 入力年月日 入力者印 修正入力年月日 入力者印 

 
        

 

年  月  日  

 

 

 

 

 

(宛先)秋田県総合県税

事務所長 

特 別 徴 収

義 務 者 

住 所 
（所在地） 

 

氏 名 
（名称） 

 

電 話 

番 号 
 

最終処分場 

所在地 
          

  

名 称  

電 話 

番 号 
 

  

年  月分 産業廃棄物税納入申告書 申告期限 年  月  日   

  

区 分 

課税標準たる重量 

 

① 

税 率 

 

② 

税 額 

 

① × ② 

申 告 納 入 
トン 円 円 

備 考 

  

(注) 1 当該申告書は他者が排出した産業廃棄物が自社最終処分場に搬入された場合に記載してく

ださい。 

   2 課税標準たる重量は、小数点以下3位未満を切り捨ててください。 

   3 秋田県産業廃棄物税条例第4条第2項の規定により体積を換算して課税標準たる重量を算出

した場合は、付表を添付してください。 
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付表 

(A4判)  

 産業廃棄物の重量換算明細表               (  年  月搬入分) 

 
産 業 廃 棄 物 の 種 類 搬 入 量(m3) 換 算 係 数 換 算 重 量(t) 

 

燃え殻 
  

1.14 
  

汚泥 
  

1.10 
  

廃油 
  

0.90 
  

廃プラスチック類 
  

0.35 
  

紙くず 
  

0.30 
  

木くず 
  

0.55 
  

繊維くず 
  

0.12 
  

動物及び植物に係る固形状

の不要物 

  
1.00 

  

獣畜及び食鳥に係る固形状

の不要物 

  
1.00 

  

ゴムくず 
  

0.52 
  

金属くず 
  

1.13 
  

ガラスくず、コンクリートく

ず及び陶磁器くず 

  
1.00 

  

鉱さい 
  

1.93 
  

コンクリートの破片その他

これに類する不要物 

  
1.48 

  

動物のふん尿 
  

1.00 
  

動物の死体 
  

1.00 
  

ばいじん 
  

1.26 
  

廃棄物の処理及び清掃に関

する法律施行令第2条第13号

に掲げる廃棄物 

  

1.00 

  

合 計 
      

(注) 換算重量は、小数点以下3位未満を切り捨ててください。 
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様
式
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第13号 産業廃棄物税納付申告書(第5条関係) 

(A4判)  

  

 

 

 

 

 

受付印   

※処理事項 

登 録 番 号 区 分 予 備 
 

      

通信日付印 入 力 年 月 日 入力者印 修正入力年月日 入力者印 

 
        

  

年  月  日 

 

 

 

 

(宛先)秋田県総合県

税事務所長 

納税義務者 

住 所 

（所在地）   

氏 名 

（名称）  

電話番号 
 

最終処分場 

所 在 地 
 

名 称 
 

電話番号 
 

  

年  月分 産業廃棄物税納付申告書 申告期限 年  月  日  

  

区 分 

課税標準たる重量 

 

① 

税 率 

 

② 

税 額 

 

① × ② 

申 告 納 付 

トン 円 円 

備 考 

  

(注) 1 当該申告書は自ら排出した産業廃棄物を自社最終処分場に搬入した場合に記載

してください。 

   2 課税標準たる重量は、小数点以下3位未満を切り捨ててください。 

   3 秋田県産業廃棄物税条例第4条第2項の規定により体積を換算して課税標準たる

重量を算出した場合は、秋田県産業廃棄物税条例施行規則様式第3号の付表を添

付してください。 
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様
式
第
十
六
号
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。
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様
式
第
1
7
号
 
更
正
(
決
定
)
及
び
加
算
金
額
決
定
通
知
書
 

 

産
業
廃
棄
物
税
 
更
正
(
決
定
)
及
び
加
算
金
額
決
定
通
知
書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 

 
 
 
特
別
徴
収
義
務
者
(
納
税
者
)
 

 
 
 
 
住

所
 

 
 
 
 
(
所

在
地

)
 

 
 
 
 
氏

名
 

 
 
 
 
(
名

称
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様
 

秋
田
県
総
合
県
税
事
務
所
長
 
 
 

印
 
 
 
 
 
 

  
 
 
地
方
税
法
第
7
3
3
条
の
1
6
第
4
項
、
第
7
33
条
の
18
第
8
項
及
び
第
7
3
3
条
の
1
9
第
5
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
更
正
(
決
定
)
し
た
の
で
、
通
知
し
ま
す
。
 

 
 
 
こ
の
通
知
に
基
づ
く
不
足
税
額
並
び
に
不
足
税
額
に
対
す
る
延
滞
金
額
及
び
加
算
金
額
に
つ
い
て
は
、
指
定
納
期
限
ま
で
に
納
入
(
納
付
)
す
べ
き
場
所
に
納
入
(
納
付
)し

て
く
だ
さ
い
。
 

   
 

登
録
番
号
 

処
分

場
名

称
 

 
 

 
 

 
 

処
分

場
所

在
地
 

 
 

 
 

 
 

納
め
る
べ
き
税
(
金
)
額
 

本
税
額
 

過
少
申
告
加
算
金
 

不
申
告
加
算
金
 

重
加
算
金
 

 
 

指
定
納
期
限
 

 
 

円
 

円
 

円
 

円
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
更
正
(
決
定
)
の
内
訳
 

 
実
績
年
月
 

既
申

告
・

更
正

・

決
定

年
月

日
 

法
定
納
期
限
 

等
級
 

税
率
(
円
) 

既
申
告
・
既
更
正
・
既
決
定
額
 

調
査

額
 

増
減

差
額
 

加
算
金
区
分
・
基
礎
税
額
・
課
率
・
金
額
 

備
考
 

 

搬
入
重
量
(
t
) 

税
額
(
円
) 

搬
入
重
量
(
t
) 

税
額
(
円
) 

搬
入
重
量
(
t
) 

税
額
(
円
) 

増
差
税
額
月
計
 

年
 
月
 

年
 
月
 
日
 

年
 
月
 
日
 

1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

円
 

％
 

％
 

円
 
 

円
 
 

 
 

2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

％
 

円
 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

円
 

％
 

％
 

円
 
 

円
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

％
 

円
 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

円
 

％
 

％
 

円
 
 

円
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

％
 

円
 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

円
 

％
 

％
 

円
 
 

円
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

％
 

円
 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

円
 

％
 

％
 

円
 
 

円
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

％
 

円
 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

円
 

％
 

％
 

円
 
 

円
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

％
 

円
 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
注
 
地
方
税
法
第
7
3
3
条
の
1
8
第
1
項
又
は
第
2
項
の
規
定
に
よ
り
過
少
申
告
加
算
金
又
は
不
申
告
加
算
金
に
加
算
さ
れ
る
金
額
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
加
算
さ
れ
る
部
分
に
係
る
基
礎
税
額
及
び
課
率
％
を
加
算
金
欄
の
上
段
に
表
示
し
て
い
ま
す
。
 

 

こ
の

処
分

に
不

服
が

あ
る

場
合
の
救
済
の
方
法
 

1
 
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
3
月
以
内
に
、
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
 

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
1
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
 

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
な
お
、
審
査
請
求
書
は
、
正
副
2
通
を
作
成
し
、
な
る
べ
く
総
合
県
税
事
務
所
長
を
経
由
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

2
 
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
1
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
場
合
に
限
り
、
そ
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
 

て
6
月
以
内
に
、
秋
田
県
を
被
告
と
し
て
(
訴
訟
に
お
い
て
秋
田
県
を
代
表
す
る
者
は
、
秋
田
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
)
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
裁
決
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
1
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
 

が
で
き
ま
せ
ん
。
 

3
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
1
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
で
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 
(
1
)
 
審
査
請
求
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
3
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。
 

 
(
2
)
 
処
分
、
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
。
 

 
(
3
)
 
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。
 

納入(納付)すべき場所 

・
秋
田
県
指
定
金
融
機
関
 

・
秋
田
県
収
納
代
理
金
融
機
関
 

・
東
北
各
県
内
の
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
又
は
郵
便
局
 

・
秋
田
県
総
合
県
税
事
務
所
(
支
所
を
含
む
。
)
 

 
 

延
滞

金
 

 
法
律
に
よ
る
金
額
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
秋
田
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
は
、
当
分
の

間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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